
第３章 関係法令の概要 

五〔 土 木 関 係 〕 

３ 砂防法  
〔砂防指定地内の行為の許可〕（第４条） 

法の趣旨 

 

 

 

 砂防指定地において、治水上砂防のため砂防設備を施設し、また

一定の行為を禁止・制限し、土砂生産の抑制を図り、流れてくる土

砂を適切に溜めることなどにより土砂災害を防止し、もって国土の

保全と民生の安定に資することを目的としています。 

許可の必要な 

行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 砂防指定地内において、次の行為（制限行為）をしようとする

場合。または、許可を受けた事項の変更をしようとする場合。 

 (1) 工作物の新築、改築、移転又は除却 

 (2) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為 

 (3) 土石又は砂れきの採取（鉱物の掘採を含む。）集積又は投棄 

  (4) 立木竹の伐採 

 (5) 樹根、芝草又は埋もれ木の採取 

 (6) 木竹、土石等の滑下又は地引きによる運搬 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、知事が治水上砂防のため支障が

あると認めて指定する行為 

２ 砂防設備を占用しようとする場合。または、許可を受けた事項

の変更をしようとする場合。 

３ 砂防設備である砂防えん堤（一級河川又は二級河川に設置した

ものを除く）の堆砂地において土石を採取しようとする場合。 

 

  ※砂防指定地とは？ 

  砂防法第２条の規定により、治水上砂防のため砂防設備

を要し、又は一定の行為を禁止し、若しくは制限すべき土

地として国土交通大臣が指定した一定の土地の区域であ

って、一定の行為が禁止されあるいは特定の義務が課され

るいわゆる公用制限、公用負担のかかる土地です。 

 

 

 

 

 

許可の必要

な区域 

砂防指定地に指定された区域 

 

 

【参考】砂防指定地の状況 

 令和５年４月１日現在 

区  分 

建設事務所 
箇 所 数 

面  積 

(ha) 

県 北      190 2,752.59 

県 中      173 1,641.29 

県 南      201 1,567.73 

会 津 若 松      222 1,434.98 

喜 多 方      151 2,300.79 

南 会 津      295 3,070.33 

相 双      101 707.61 

い わ き      193 974.34 

合 計 1,526 14,449.66 

 （資料：砂防課） 
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許可権者 

 

 

 知事（建設事務所長に委任） 

 

 

許可等の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 禁止行為 

 砂防設備を損傷する行為 

 

２ 制限行為 

  許可の申請に係る行為が砂防指定地の現状を変更して土砂

の生産、流出をきたし、又はそのおそれのあるときは、これ

を許可できません。 

 

３ 審査基準 

 (1) 福島県砂防指定地等管理条例（平成15年福島県条例第43

号）等の定めるところによります。 

 (2) 砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等

の大規模開発審査基準（案）「昭和４９年４月１９日建河

砂発第２０号」によります。 

 

 

担 当 機 関         

 

 

 

 

 

本庁 土木部 河川計画課 

 

出先 建設事務所 総務部 行政課 

    

   ※土木事務所 総務課 

 

 

手続フローチャート  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 制限行為にかかる砂防指定地が土木事務所管内の場合は、

土木事務所長を経由して提出しなければなりません。 

 

備 考         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※

土

木

事

務

所 

建

設

事

務

所 

申 
 

請 
 

者 

副 申 
申 請  
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国土交通省 

直轄施工区域 

当該地域を所管する 

建設事務所  
（法第 5 条）  

指定地管理  

指定地内行為の許可 

砂
防
指
定
地 

地方整備局  
担当工事事務所 

（法第 6 条）  

砂防設備の管理 

砂防設備工事の 

施工・維持  

都道府県所管区域 当該地域を所管する 
建設事務所  
（法第 5 条）  


